
受けると，総合調整医が依頼受諾の可否について

最終的な判断を行う． 

２．総合調整医が判断する際には，解剖担当者へ

事例概要を報告し，担当者に解剖の了解を得る（総

合調整の判断に疑義がある場合は，解剖の担当を

拒否することができる）． 

現在のモデル事業では，医師法２１条との関係

で警察への届出の要否が問題になる場合には，再

度，総合調整医と解剖担当者間で協議を行ってい

る．しかし，新制度では，原則として，検案医師

の異状死の届出義務（医師法２１条）については，

法的解決が図られ，医師法２１条の問題は生じな

いものと予想される． 

医師法 21 条で規定されている届出の要否に関

する基準については，現在のところ明確なものが

確立していない．そのため，モデル事業東京地域

では，相当数の事例で警察への事前相談を依頼医

療機関に要請しているのが現状である． 

３．解剖時に犯罪と関係のある異状があると認め

た時には（死体解剖保存法 11 条），警察への届出

を行う．その際には，解剖担当者と事務局，総合

調整医との協議の上で届出を行う． 

参考： 

医師法第 21 条 医師は，死体又は妊娠４月以上

の死産児を検案して異状があると認めたときは，

24時間以内に所轄警察署に届け出なければなら

ない 

死体解剖保存法第 11 条 死体を解剖した者は，

その死体について犯罪と関係のある異状がある

と認めたときは，二十四時間以内に，解剖をし

た地の警察署長に届け出なければならない 

 

５．【解剖前の準備】 

１．依頼事例を受諾した場合，事務局より，担当

解剖施設と各解剖担当者に連絡を行い，集合場所，

時間等の調整を図る．その上で，遺族，依頼医療

機関へ電話，メール，ＦＡＸなどによって場所等

の案内を行う．また，事務局は，依頼医療機関と

協議の上，遺体搬入の手続きを行う． 

２．解剖の段取りについて，事前に，事務局と解

剖施設とで予行や協議を行い，スムースに解剖を

実施出来るようにしておく． 

 

６．【関係者集合後の手順】 

１．関係者が解剖施設に集合すると，事務局調整

看護師及び解剖担当者より遺族，依頼医療機関に

対し，改めて当該制度の説明と開頭を含めた解剖

承諾，情報公開許諾（現在モデル事業では事例概

要を公開している）の確認を行う． 

その際には，当該制度が両当事者に対し公正，

公平な立場で実施する制度であることを留意し，

特に遺族側に対して無用な不信感を抱かせないよ

う注意することが必要である． 

２．解剖担当者は，依頼医療機関担当者（原則と

して主治医）からカルテ，画像を含めて患者の臨

床経過を聴取し，調整看護師は，遺族の意見を聴

取する． 

３．これらの情報を基に，解剖担当者三者で協議

をし，解剖上問題となりそうなポイントを絞った

上で解剖に臨む． 

例えば，手術中の出血が死亡の原因と疑われ

る場合には，診断及び手術の適応，既往歴・現

症，麻酔(輸液・輸血管理を含む)，手術手順(経

過と出血量，バイタルサルサイン，機器の管理

など)を確認し，容態急変の原因(損傷した臓

器・血管の検索，局所解剖・標準的手術手技の

確認)を検討する． 

 

７．【解剖の手順】 

１．解剖手順は，ほぼ通常の病理解剖に準じる（詳

細については別紙参考資料を参照）．２．ポイント

としては， 

・解剖医と臨床立会医とで臨床処置と解剖所見と

を対比・確認しながら解剖を進める。 

・肉眼所見が重要なケースが多いことに留意し，

重要な所見については，随時，本来の位置（ in 

situ）での写真を撮影するように心がける． 

・感染，薬物等が死因に関連していると考えられ

るときには，血液や感染組織の培養検査，生化

学検査，薬物・毒物検査等を行う． 
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